２　入札参加資格申請書の記載要領

（１）「入札参加資格者番号」欄

　　・記入しないこと。

（２）「営業種目」欄

　　・別紙「業種別分類」の営業種目から瑞穂市との取引を最も希望する業種を一つ選択すること。

　　・選択した番号及び営業種目を記入すること。

　　・複数の業種は選択しないこと。

　　・業種は名簿作成上の便宜的な分類であるから、他の分類業種の契約を妨げるものではありません。

（３）「申請者」欄

　　・本店の所在地及び法人又は個人の代表者の職名・氏名を記入（ゴム印可）すること。

　　・印鑑は印鑑証明書を受けた実印を押印すること。（印鑑証明書は不要）

≪記載例≫　　　

	入札参加資格者番号
	営　業　種　目（中分類）

	
	番号
	営　業　種　目　名

	
	０１
	一　般　印　刷


入　札　参　加　資　格　申　請　書

平成22年　２月　４日

瑞穂市長　様

申　請　者

　　住　所　岐阜県瑞穂市別府１２８８番地
　　氏　名　（株）瑞穂商事　　代表取締役　瑞穂　太郎　　　　実印

瑞穂市で行われる物品等の入札に参加したいので、別紙指定の書類を添え、入札参加資格の審査を申請します。

なお、この入札参加資格申請書及び添付書類のすべての記載事項は、真実と相違ないことを誓約します。

	レ
	新規に申請します。
	　
	更新申請します。


（４）「瑞穂市と取引をする本店・支店・営業所等」欄

　　・各項目毎の指示に従いマス目の中に記入すること。

　　・支店・営業所等に権限を委任する場合は別添「委任状」を添付すること。

　　・「営業担当者」欄は瑞穂市との契約において窓口になる者を１名指定すること。

≪記載例≫

１　瑞穂市と取引をする本店・支店・営業所等

①eq \o\ad(\s\up 10(（ふりがな）),商号又は名称)（ふりがなは法人にあっては㈱、㈲等は省略すること。）

	ﾐ
	ｽ
	ﾞ
	ﾎ
	ｼ
	ｮ
	ｳ
	ｼ
	ﾞ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	㈱
	瑞
	穂
	商
	事
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


②代表者職

	代
	表
	取
	締
	役
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


③代表者氏名（姓と名の間は１マス空けること。例：瑞穂　太郎）

	瑞
	穂
	
	太
	郎
	
	
	
	
	


④住所又は所在地（地番は丁目、番、号等を省略し“‐”で記入。例：２丁目１番１号→２－１－１）

	郵便番号
	5
	0
	1
	－
	0
	2
	9
	3
	

	岐　阜
	都　道

府　県
	瑞　穂
	市　区

町　村
	

	別
	府
	１
	２
	８
	８
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（局番の後に“‐”を入れ左詰で記入。例：058-327-4111）

	⑤電話番号
	０
	５
	８
	―
	３
	２
	７
	―
	４
	１
	１
	１

	⑥ﾌｧｯｸｽ番号
	０
	５
	８
	―
	３
	２
	７
	―
	７
	４
	１
	４


⑦営業担当者（姓と名の間は１マス空けること。）

	瑞
	穂
	
	花
	子
	
	
	
	
	


（５）「営業種目」欄

　　・瑞穂市との取引を希望する営業種目（中分類）のうち上位８つを記入すること。

≪記載例≫

２　営業種目（市との取引を希望する営業種目（中分類）を具体的に８つまで記入して下さい。）

	１
	中　分　類
	２
	中　分　類
	３
	中　分　類
	４
	中　分　類

	
	01
	一般印刷
	
	02
	軽印刷
	
	03
	フォーム印刷
	
	04
	地図

	５
	中　分　類
	６
	中　分　類
	７
	中　分　類
	８
	中　分　類

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（６）「自己資本の額」欄
　　・法人のみ記入すること。個人営業の場合は記入しないこと。

　　・直近の決算時の決算書を元に記入すること。

≪記載例≫

３　営業概要
	自己資本の額
	
	直前決算時

　　　（千円）

	
	資本金
	　　　　　　①

	
	資本剰余金
	　　　　　　②

	
	利益剰余金
	　　　　　　③

	
	自己株式
	　　　　　　④

	
	合計

①+②+③+④

（法人のみ記入）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	千円


《記入上の注意》
＊「自己資本の額」、「機械設備の額」、「経営比率」

の欄は法人のみ記入、個人営業の場合は記入す

る必要はありません。　

＊数値はすべて整数、単位未満は切り捨てること。

＊マイナスは△で表示すること。
＊マス目内の数値は右詰で記入すること。

（７）「機械設備の額」欄

≪記載例≫

	機械設備の額
	
	機　械　装　置

　　　（千円）
	船　舶・車　輌

運　　搬　　具

　　　（千円）
	工　　　　　具

機　械　器　具

備　　　　　品

　　　（千円）
	合計（法人のみ記入）

⑦+⑧+⑨

	
	現　存　価　格
	　　　　　　⑦

２１，５０３
	　　　　　　⑧

　　　７０
	　　　　　　⑨

１８，７１６
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	0
	2
	8
	9
	千円


（８）「従業員数」欄

　　　・雇用期間を限定せず常時雇用されている従業員の数を記入すること（常勤の役員を含む）。

　　　・代表者、パート、アルバイト及び季節労働者等は含めないこと。

	従　業　員　数

（うち技術者）
	
	
	
	
	1
	9
	4
	1
	人

	
	　（　　１２６　）
	人


（９）「生産又は販売額」欄

　　　・２か年分の決算額をそれぞれ記入し、平均年間金額をマス目内に右詰で記入すること。

　　　・法人の場合

　　　　　損益計算書の「売上高」の合計額を２か年分それぞれ記入すること。

　　　　　法人の営業規模を判断する指標であるため、瑞穂市との取引目的に関係なく総額を記入すること。

　　　　　６か月決算を行う法人にあっては４期分を記入すること。

　　　・個人営業の場合

　　　　　所得税確定申告決算書の「売上（収入）金額」を２か年分それぞれ記入すること。

≪記載例≫

	生産又は販売額
	直　前　第　２　年　度　分　⑩
	直　前　第　１　年　度　分　⑪
	平　均　年　間　金　額

	
	自19年4月1日

至20年3月31日

　　　（千円）
	自　年　月　日

至　年　月　日

　　　（千円）
	自20年4月1　日

至21年3月31日

　　　（千円）
	自　年　月　日

至　年　月　日

　　　（千円）
	⑩　+　⑪

２

	
	４２５，６１７
	
	３９２，２１０
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	0
	8
	6
	8
	8
	千円


（１０）「経営比率」欄

　　　・法人のみ記入すること。個人営業の場合は記入しないこと。
　　　・直近の決算時の決算書（貸借対照表）を元に記入すること。

　　　・流動比率は小数点以下を切り捨て、マス目内に右詰で記入すること。

≪記載例≫

	経営比率
	流　動　資　産　の　額　⑫

　　　　　　　　　　　（千円）
	流　動　負　債　の　額　⑬

　　　　　　　　　　　（千円）
	流　動　比　率（法人のみ記入）

	
	２７２，４８７
	１７８，６７６
	１
	５
	２
	％
	⑫／⑬×100


（１１）「営業年数」欄

　　　・組織の変更があった場合は「創立事業開始」及び「現在の組織」欄両方に記入すること。

　　　　（例：個人営業　→　法人）

　　　・組織の変更がない場合は「創立事業開始」欄に記入すること。

　　　・「営業延年数」欄は通算年数（１年未満切り捨て）をマス目内に右詰で記入すること。

≪記載例≫

	営業年数
	創　立　事　業　開　始
	現　在　の　組　織
	 eq \o\ad(営業延年数,　　　　　　　)

	
	Ｍ　Ｔ

　　　　　　45年　8月　1日

Ｓ　Ｈ
	Ｍ　Ｔ

　　　　　　　5年　4月　1日

Ｓ　Ｈ
	
	３
	９
	年


（１２）「瑞穂市との取引額」欄

　　　・直近２か年分の瑞穂市との取引額のそれぞれ総額を記入すること。

　　　・「年間平均取引額」欄には平均額をマス目内に右詰で記入すること。

　　　・「市取引機関名」欄には金額の多い順に主なものを３つ記入すること。

　　　・３つの合計と年間総額は一致する必要はありません。

≪記載例≫

	　瑞穂市との取引額
	直　前　第　２　年　度　分　⑭
	直　前　第　１　年　度　分　⑮
	年　間　平　均　取　引　額

	
	５，８８１（千円）
	１，４３１（千円）
	
	
	
	
	
	
	3
	6
	5
	6
	千円

	
	市取引課名
	金額（千円）
	市取引課名
	金額（千円）
	⑭+⑮

２

　市取引課名・金額は主なもの

　３つを記入して下さい。

	
	総務課
	５，６１４
	総務課
	　　７８９
	

	
	福祉生活課
	　　２１７
	医療保険課
	　　６４２
	

	
	企画財政課
	　　　５０
	
	
	


（１３）「４　主要販売先」欄

　　　・直近１か年度分の主な販売先（瑞穂市以外の官公署及び一般企業等）を記入すること。

（１４）「５　取引金融機関」欄

　　　・主な取引金融機関名・支店名を記入すること。

（１５）「６　営業上の許可・認可等」欄

　　　・瑞穂市との取引を希望する業務内容において法令により許可・認可等が必要な場合に記入すること。

　　　・許認可等を受けていない場合は名簿への登載ができません。

　　　・許認可等の証明書のコピーを添付すること。

（１６）「７　使用印鑑」欄

　　　・見積書、契約書、請求書等に使用する印鑑を鮮明に押印すること。

　　　・瑞穂市との取引を支店・営業所等で希望する場合は、支店・営業所等で使用する印鑑を押印すること。










